
日本語教育研究センター教員のみなさまへ 

 

研究調査倫理審査申請に関する FAQ 

 

申請時期について 

Q1: 研究調査倫理審査で承認を得る前に調査を開始してはいけませんか。 

A: 研究調査倫理審査（以下、倫理審査）は、これに通らないとデータをとってはいけない、

ということではありません。しかし、早稲田大学で人にかかわる調査を実施する場合、調

査にかかわる者に対して配慮を払うことに努めていただきたいという趣旨のものです。研

究調査倫理審査申請書（以下、申請書）提出後から 25日までが審査期間のため、結果発表

後に調査を開始するよう設定し、申請をお願いします。 

 

Q2: 秋学期の授業初日に調査を開始したい場合は、8月の倫理審査に申請しますか。 

A: 8月は審査がないため、9月から調査を開始したい場合は、7月に申請書を提出する必要

があります。または、9月に申請する場合は、承認を待って調査を開始してください。 

 

Q3: 申請期間は、原則任期内となっているので、学期初めのデータがとれません。何か方

法はないでしょうか。 

A: 申請の時点で申請資格があり、かつ次学期も日本語教育研究センターで嘱任が予定され

ている教員は、次の任期期間の直前の学期中に申請を行うことができます。 

 

Q4: 自分のクラスを対象に調査を行う場合、クラス開講前に申請書を提出する必要があり

ますが、実際にクラスで学生の様子を把握した上で、調査を行うか否かを判断したい場合

もあると思います。どうすればいいでしょうか。 

A: 調査を行う可能性が少しでもあるのであれば、申請して承認を得ておいてください。そ

の後、実際にクラスを担当し、学生の様子を把握した上で、調査を行わないと判断するこ

とも可能です。 

 

Q5: 自分のクラスを対象に調査を行う場合、クラス開講前に申請書を提出する必要があり

ますが、クラス開講前は、申請書に十分な記載ができないことがあると思います。どうす

ればいいでしょうか。 

A:申請書の記載が不十分の場合、研究調査倫理審査委員会としては、調査対象者の人権に

十分な配慮がなされているかを判断することができません。ご自身の研究計画が立てられ

てから、申請書の提出をお願いします。 

 

 



申請の必要性について 

Q6: 授業終了後に学生に調査する場合、倫理審査に申請する必要がありますか。 

A: ガイドライン第 2 条第 1 項にあるように、早稲田大学の学内で調査を行う場合、また

第 2 項にある者は、申請する必要があります。 

 

Q7: かつて日本語教育研究センターに在籍していた学生を対象に調査を行う場合、倫理審

査の申請が必要でしょうか。 

A: 研究調査倫理ガイドライン第 2条、第 2項に該当しない調査者の場合や、早稲田大学に

在籍していない人を対象に調査を行う場合、申請する必要はありません。ただし、調査対

象者本人の同意と人権の配慮は必要です。 

 

Q8: 研究調査のためではなく、授業改善や学生のふり返りのために、アンケートを実施し

たり、クラスにおける活動の様子を撮影したりする場合、倫理審査の申請が必要でしょう

か。 

A: 教育のためだけに授業内でアンケートの実施や撮影を行う際には、申請する必要はあり

ません。ただし、コーディネーターがいる科目の場合は、コーディネーターに相談し、学

生の人権に対して配慮する必要があります。 

 

Q9: 日本語教育研究センターに所属する教員を対象とする調査を行う場合、倫理審査の申

請が必要でしょうか。 

A: 早稲田大学で行われる日本語教育に関する研究であれば、調査対象が教員の場合でも、

申請する必要があります。 

 

Q10: 非常勤インストラクター／非常勤講師が学外のほかの教育機関で研究調査を行う場

合、倫理審査の申請が必要でしょうか。 

A: 研究調査倫理ガイドライン第 2条、第 2項に該当しない者が調査者で、学外で調査をす

る場合、申請する必要はありません。他大学等での審査の有無については、当該機関に確

認してください。 

 

Q11: 共同研究の場合、調査責任者のみが申請書を提出すればいいですか。 

A: 調査責任者のみの提出で問題ありません。共同研究者がいる場合、申請書の「②共同研

究者」欄に、早稲田大学所属でない方を含めて、すべての共同研究者の氏名及び所属・資

格を明記してください。 

 

 

 



Q12: ガイドラインに「人とかかわるすべての研究調査に適用される」とありますが、小説

や新聞などに公に公開されているものを調査対象とする場合、倫理審査の申請が必要でし

ょうか。 

A: 文献研究など、出版されたものを対象に調査を行う場合、申請は不要です。 

 

Q13: 早稲田大学に着任する前に早稲田大学と関係ない対象者から収集したデータを分析

したいと考えています。その場合、倫理審査の申請は必要でしょうか。 

A: 不要です。ただし、調査対象者本人の同意、および人権への配慮は必要です。 

 

Q14: 紀要に実践紹介を載せる場合、倫理審査を申請する必要がありますか。 

A: 学生の権利を守るという研究調査倫理の趣旨にもとづけば、投稿先や発表の有無に関係

なく、調査をする際には申請する必要があります。 

 

 

再申請について 

Q15: ガイドラインに再申請に関する内容がないので、説明をお願いします。 

A: 申請書フォーマットをご参照ください。再申請とは、前回承認された調査を継続して申

請することです。再申請の場合は、前回の承認番号を記入したうえで、具体的な変更箇所

と変更理由を明記してください。 

 

Q16: 調査の途中で変更が発生した場合、再申請する必要がありますか。 

A: 申請区分を「新規」にするか「再申請」にするかは、変更の内容によります。例えば、

同じ研究の一環であっても、調査方法が質問紙からインタビューに変わるなど、調査の内

容が大きく変わるものについては、「新規」、共同研究者の増加や調査期間の延長のみの変

更であれば、「再申請」として申請してください。 

 

Q17: 次の学期も同じ調査をする場合、再申請が必要でしょうか。 

A: 調査対象者が異なる場合には、申請する必要があります。その場合の区分は「再申請」

となります。 

  



調査開始前の了承について 

Q18: 日本語教育研究センターに所属する教員全体（ある特定科目ではなく）を対象に調査

をしたい場合、誰から事前の了承を得ればいいですか。 

A: 調査内容が日本語教育研究センターで行われている授業と関係のない場合は、特定の誰

かから事前の了解を得る必要はありません。 

 

Q19: 非常勤インストラクターが自身の担当クラスで調査を行う際、常にコーディネーター

から事前の了承を得る必要がありますか。また、それはなぜですか。 

A: 常にコーディネーターから事前の了解を得る必要があります。これは、調査実施後に何

らかの問題が生じた場合、誰が責任を取るかを明確にしておくためです。 

 

データ収集・データの取り扱いについて 

Q20: 自分の担当クラスで調査として動画を撮影する際に、留意する点を教えてください。

動画を調査データとして収集する旨を申請書に記載した場合、承認を得にくいと聞きまし

た。 

A: 日本語クラスで調査として動画を撮影する場合、クラスのメンバー全員の同意が必要に

なります。一人でも同意していないメンバーがいれば、撮影することはできません。ただ

し、学内外で調査協力者を募集した上で、独自に実践を行い、協力者の同意のもとに動画

撮影を行うことは可能です。いずれにしても、顔や声が記録に残ると言う性質上、動画撮

影には録音や写真撮影以上に人権の配慮が必要となります。 

 

Q21: 申請書⑭に関して、データの管理場所に関する情報をどこまで明確に書く必要があり

ますか。データの管理場所を明記しなければならない場合、申請者のプライバシーへの配

慮はあるのでしょうか。 

A: 個人情報の保護・管理がきちんとなされているか、より具体的には第三者が個人情報に

アクセスできないような配慮がなされているかどうかが審査のポイントになります。申請

者以外の人がデータにアクセスできないような特定の場所に保管されているということが

申請書の記載内容から伝わってくれば問題はありません。 

  



その他 

Q22: 申請書のモデルを見せてください。 

A: 個々のケースによって状況が異なるため、モデルを提示することはできません。 

 

Q23: 授業時間内に研究に対する同意書を書かせてもいいですか。 

A: 授業は学生のための時間であり、教員個人の研究のためのことをさせるのは問題がある

ため、授業の前後に調査の説明を行い、同意書への署名をしてもらってください。 

 

Q24:「承認せず」の通知をもらった場合、調査を進めてはいけないのでしょうか。 

A: 研究のための調査となると、進めることはできません。 

 

Q25: 専任教員と非常勤教員が共同で研究調査を行うことは可能でしょうか。 

A: 可能です。 

 

Q26: 非常勤インストラクターが自分のしたい調査に適したクラスの担当を希望すること

はできますか。 

A: 研究調査のために教育実践が行われるわけではありませんので、自分の調査に適したク

ラスの担当を希望することはできません。誰がどのクラスを担当するかは、当該の学期に

おけるクラス数、および教員数などによって決定されます。 

 

Q27: 研究調査倫理ガイドラインに関して疑問点が生じた場合、どこに相談すればいいです

か。 

A: 日本語教育研究センター・日本語教育研究科事務所 gsjal@list.waseda.jp までメールで

お問い合わせください。 


